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は
じ
め
に

　
『
信
貴
山
縁
起
』（
１
）（
一
一
五
七
～
一
一
八
〇
年
頃
の
成
立
か
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　

延
喜
の
帝
、
御
悩
重
く
煩
は
せ
た
ま
ひ
て
、
さ
ま
〴
〵
の
御
祈
り
ど
も
、
御
修
法
・
御
読
経
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
せ

ら
る
れ
ど
、
さ
ら
に
え
を
こ
た
ら
せ
た
ま
は
ず
。
あ
る
人
の
申
す
や
う
、「
大
和
に
信
貴
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
行
ひ
て
、

里
へ
出
づ
る
こ
と
も
な
き
聖
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。
そ
れ
こ
そ
、
い
み
じ
く
尊
く
、
験
あ
り
て
、
鉢
を
飛
ば
せ
て
、
ゐ
な

が
ら
よ
ろ
づ
の
あ
り
が
た
き
こ
と
ゞ
も
を
し
さ
ぶ
ら
ふ
な
れ
。
そ
れ
を
召
し
て
祈
ら
せ
さ
せ
た
ま
は
ゞ
、
を
こ
た
ら

せ
た
ま
ひ
な
む
も
の
を
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
さ
は
」
と
て
蔵
人
を
使
に
て
、
召
し
に
遣
は
す
。

説
話
に
お
け
る
天
皇
と
僧 

―『
今
昔
物
語
集
』を
中
心
に
―

伊
藤
　

翔
太

［
論
文
］

050



説話における天皇と僧 ―『今昔物語集』を中心に―

　

行
き
て
見
る
に
、
聖
の
さ
ま
、
い
と
尊
く
て
あ
り
。「
か
う
〳
〵
、
宣
旨
に
て
召
す
な
り
。
参
る
べ
き
」
よ
し
い
へ

ば
、
聖
、「
な
に
ご
と
に
召
す
ぞ
」
と
て
、
さ
ら
に
動
き
気
も
な
し
。

あ
る
と
き
延
喜
帝
、
す
な
わ
ち
醍
醐
天
皇
は
病
に
よ
っ
て
様
々
な
祈
祷
や
修
法
・
読
経
を
行
っ
た
が
、
効
果
が
見
ら
れ
ず

癒
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
験
あ
る
僧
と
し
て
信
貴
山
の
修
業
僧
命
蓮
の
こ
と
を
聞
い
た
。
醍
醐
は
命
蓮
の

も
と
に
蔵
人
を
遣
り
、
治
病
の
た
め
に
召
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
命
蓮
は
蔵
人
か
ら
宣
旨
に
よ
っ
て
醍
醐
の
も
と
に
参

上
す
べ
き
こ
と
を
聞
い
て
も
、
全
く
動
く
様
子
が
無
か
っ
た
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
命
蓮
は
蔵
人
か
ら
醍
醐
の
治
病
の
た
め
の
召
で
あ
る
こ
と
を
聞
く
と
、「
そ
れ
な
ら
ば
参
上
せ
ず
と
も
祈
り
申

し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
し
、
信
貴
山
に
居
な
が
ら
醍
醐
の
病
を
癒
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
と
な
れ
ば
、
当
然
醍
醐
は
命
蓮

を
尊
ぶ
こ
と
に
な
り
、
人
を
遣
わ
し
て
、
命
蓮
を
僧
都
・
僧
正
と
し
、
居
所
の
寺
に
は
荘
園
を
寄
進
し
よ
う
と
す
る
。
し

か
し
命
蓮
は
、
次
の
よ
う
に
醍
醐
の
意
向
を
拒
否
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
づ
、「
僧
都
、
僧
正
、
さ
ら
に
〳
〵
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
き
こ
と
」
ゝ
て
、
聞
か
ず
。「
又
、
か
ゝ
る
と
こ
ろ
に
、
庄
な
ど

あ
ま
た
寄
り
な
ど
し
ぬ
れ
ば
、
別
当
な
に
く
れ
な
ど
出
で
来
て
、
な
か
〳
〵
な
か
む
つ
か
し
う
、
罪
得
が
ま
し
き
こ

と
出
で
来
。
た
ゞ
か
く
て
さ
ぶ
ら
は
む
」
と
て
、
や
み
に
け
り
。

こ
こ
で
命
蓮
は
、
醍
醐
の
意
向
を
拒
否
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
僧
都
や
僧
正
と
な
り
、
荘
園
な
ど
が
寄
進
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
罪
得
が
ま
し
き
こ
と
」、
つ
ま
り
成
仏
の
妨
げ
と
な
る
罪
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
と
し
て
い
る
。
罪
を
生
じ
る
恐
れ

が
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
日
本
思
想
大
系
本
の
注
は
、「
世
俗
的
な
僧
位
や
財
産
を
手
に
す
る
と
、
罪
業
を
得
る
お
そ
れ
が

生
じ
て
く
る
（
２
）」
と
解
説
す
る
。
し
か
し
、そ
も
そ
も
天
皇
の
召
ま
で
拒
否
す
る
必
要
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
罪
業
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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実
は
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
す
る
僧
の
姿
は
『
信
貴
山
縁
起
』
の
命
蓮
以
外
に
も
、
一
二
世
紀
前
半

の
説
話
集
の
『
今
昔
物
語
集
』（
以
下
『
今
昔
』）
に
散
見
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
命
蓮
の
験
力
の
強
さ
や
非
俗
性
を
強
調
す

る
と
い
う
、『
信
貴
山
縁
起
』
内
の
表
現
の
問
題
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
章
で
確
認
す
る
と
お
り
、『
今
昔
』
で
天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
す
る
僧
は
、
現
世
の
名
利
を
離
れ
た
修
行
者
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。
小
峯
和
明
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
た
ち
を
「
脱
体
制
的
・
偽
悪
的
」
な
聖
（
睿
実
、
増
賀
な
ど
）
と
し
、

社
会
体
制
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
の
よ
う
で
あ
り
つ
つ
、
内
実
に
は
衆
生
救
済
の
理
念
を
抱
い
て
俗
世
と
密
接
に
関
わ
り

あ
っ
て
い
る
と
す
る
。
特
に
、
巻
一
二
―
三
五
の
睿
実
（
説
話
内
容
は
次
章
で
取
り
上
げ
る
）
に
関
し
て
は
、
反
俗
的
な

行
動
を
見
せ
つ
つ
も
「
最
終
的
に
王
権
を
加
護
し
、
安
泰
を
保
つ
役
割
を
十
二
分
に
果
た
し
て
い
る
」
と
評
価
し
、
単
に

王
法
を
拒
絶
・
背
反
し
た
聖
と
は
み
て
い
な
い
（
３
）。
し
か
し
、
王
法
を
補
完
す
る
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
天
皇
の
働

き
か
け
を
拒
否
す
る
態
度
が
描
か
れ
る
意
味
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
『
今
昔
』
の
説
話
に
み
ら
れ
る
天
皇
の
召
や
意
向
に
対
す
る
僧
の
態
度
に
つ
い
て
分
析
し
、
説
話
に

お
い
て
僧
が
天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
す
る
と
い
う
態
度
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

一
　
天
皇
の
召
や
意
向
に
対
す
る
僧
の
対
応
変
化

１　

天
皇
に
従
う
僧
―
平
安
時
代
初
期
以
前

　
『
今
昔
』
に
お
い
て
、
僧
が
天
皇
の
召
や
意
向
を
受
け
、
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
説
話
に
つ
い
て
、
時
代

設
定
が
古
い
順
に
み
て
い
き
、
僧
の
対
応
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
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説話における天皇と僧 ―『今昔物語集』を中心に―

　
「
は
じ
め
に
」
で
は
、『
今
昔
』
に
は
天
皇
の
召
や
意
向
に
従
わ
な
い
僧
の
姿
が
散
見
さ
れ
る
と
し
た
が
、
実
は
『
今
昔
』

に
お
い
て
は
、
古
い
時
代
設
定
の
説
話
で
は
僧
は
天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
従
い
、
時
代
が
下
る
と
僧
た

ち
は
天
皇
の
召
と
意
向
に
対
し
て
従
わ
な
く
な
る
と
い
う
、
僧
の
天
皇
に
対
す
る
態
度
の
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
章
で
は
説
話
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
変
化
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
（
４
）。

　

①
巻
十
一
―
四
「
道
照
和
尚
亘
唐
伝
法
相
還
来
語
」

　

今
昔
、
本
朝
天
智
天
皇
ノ
御
代
ニ
、
道
照
和
尚
ト
云
フ
聖
人
在
マ
シ
ケ
リ
。（
中
略
）

　

然
ル
間
、
天
皇
道
照
ヲ
召
、
仰
セ
給
テ
云
ク
、「
近
来
聞
ケ
バ
『
震
旦
ニ
玄
弉
法
師
ト
云
フ
人
有
テ
、
天
竺
ニ
渡
テ

正
教
ヲ
伝
テ
本
国
ニ
返
来
ル
』
ト
。
其
中
ニ
、
大
乗
唯
識
ト
云
フ
法
門
有
リ
。（
中
略
）
然
ル
ニ
、
其
教
法
未
ダ
此
ノ

朝
ニ
無
シ
。
然
レ
バ
、
汝
ヂ
速
ニ
彼
ノ
国
ニ
罷
渡
テ
、
玄
奘
法
師
ニ
会
テ
、
彼
ノ
教
法
ヲ
受
ケ
習
テ
可
返
来
シ
」
ト
。

道
照
宣
旨
ヲ
奉
ハ
リ
テ
、
震
旦
ニ
渡
ヌ
。

①
は
、
聖
武
天
皇
が
元
興
寺
僧
の
道
照
を
召
し
、
震
旦
に
渡
っ
て
玄
奘
か
ら
法
相
を
受
け
て
く
る
こ
と
を
命
じ
て
、
道
照

が
震
旦
で
法
相
の
教
法
を
受
け
て
日
本
に
持
ち
帰
っ
て
く
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

　

②
巻
十
一
―
五
「
道
慈
亘
唐
伝
三
論
帰
来
神
叡
在
朝
試
語
」

　

然
レ
バ
、
天
皇
此
ノ
由
ヲ
聞
シ
食
シ
テ
、
忽
ニ
神
叡
ヲ
召
シ
テ
、
王
宮
ニ
シ
テ
彼
ノ
道
慈
ト
合
セ
テ
被
試
ケ
ル
ニ
、

道
慈
ハ
本
ヨ
リ
智
リ
広
カ
リ
ケ
ル
ヲ
、
上
ニ
震
旦
ニ
渡
テ
止
事
無
キ
師
ニ
随
テ
、
十
六
年
ノ
間
学
シ
タ
ル
者
也
。
神

叡
ハ
本
ヨ
リ
智
リ
広
キ
者
ト
モ
不
聞
エ
リ
ケ
レ
バ
、
天
皇
、
智
恵
出
来
タ
リ
ト
ハ
聞
シ
食
セ
ド
モ
、「
何
計
カ
ハ
有
ラ

ム
」
ト
思
シ
食
ケ
ル
ニ
、
道
慈
論
義
ヲ
為
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
神
叡
答
へ
ケ
ル
様
、
実
ニ
昔
ノ
迦
旃
延
ノ
如
シ
。
然
テ
、

論
義
百
条
ヲ
互
ニ
問
ヒ
答
ケ
ル
、
神
叡
ガ
智
恵
朗
ニ
勝
タ
リ
ケ
レ
バ
、
天
皇
是
ヲ
感
給
テ
、
共
ニ
帰
依
シ
給
テ
、
各
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封
戸
ヲ
給
テ
、
道
慈
ヲ
バ
大
安
寺
ニ
令
住
メ
テ
三
論
ヲ
学
シ
、
神
叡
ヲ
バ
元
興
寺
ニ
令
住
テ
法
相
ヲ
学
シ
ケ
リ
。

②
に
は
、
聖
武
が
智
恵
あ
る
僧
と
な
っ
た
と
い
う
神
叡
を
召
し
、
入
唐
経
験
も
あ
り
元
よ
り
智
恵
の
評
判
も
高
か
っ
た
道

慈
と
論
議
を
さ
せ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
論
議
の
結
果
、
聖
武
は
両
者
に
帰
依
し
て
封
戸
を
与
え
、
道
慈
を
大
安
寺
僧
と

し
て
三
論
を
学
ば
せ
、
神
叡
を
元
興
寺
僧
と
し
て
法
相
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

③
巻
十
一
―
一
三
「
聖
武
天
皇
始
造
東
大
寺
語
」

天
皇
悲
ビ
歎
キ
給
フ
事
無
限
シ
。
其
時
ノ
止
事
無
僧
共
ヲ
召
テ
、「
何
ガ
可
為
キ
」
ト
令
問
給
フ
ニ
、
申
テ
云
、「
大
和

国
、吉
野
ノ
郡
ニ
大
ナ
ル
山
有
リ
。
名
ヲ
バ
金
峰
ト
云
フ
。
山
ノ
名
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、定
テ
其
山
ニ
ハ
金
有
ラ
ム
。
亦
、

其
山
ニ
護
ル
神
霊
在
マ
ス
ラ
ム
。
其
レ
ニ
令
申
可
給
キ
也
」
ト
。

③
は
、
大
仏
や
堂
塔
の
器
物
に
塗
る
た
め
の
金
の
不
足
を
歎
い
た
聖
武
が
、
当
時
の
「
止
事
無
僧
」
た
ち
を
召
し
、
金
の

不
足
に
対
す
る
対
応
策
を
求
め
て
い
る
。
す
る
と
僧
た
ち
は
、
金
峰
山
の
神
霊
に
祈
請
す
べ
き
こ
と
を
奏
上
し
た
。

　

④
巻
十
四
―
四
一
「
弘
法
大
師
修
請
雨
経
法
降
雨
語
」

　

今
昔　
　

天
皇
ノ
御
代
ニ
、
天
下
旱
魃
シ
テ
、
万
ノ
物
皆
焼
テ
枯
レ
尽
タ
ル
ニ
、
天
皇
此
レ
ヲ
歎
キ
給
フ
。
大
臣

以
下
ノ
人
民
ニ
至
マ
デ
、
此
ヲ
不
歎
ズ
ト
云
フ
事
無
シ
。

　

其
ノ
時
ニ
、
弘
法
大
師
ト
申
ス
人
在
マ
ス
。
僧
都
ニ
テ
在
シ
ケ
ル
時
、
天
皇
大
師
ヲ
召
テ
仰
セ
給
テ
云
ク
、「
何
ニ

シ
テ
カ
此
ノ
旱
颰
ヲ
止
テ
、雨
ヲ
降
シ
テ
世
ヲ
可
助
キ
」
ト
。
大
師
申
テ
云
ク
、「
我
ガ
法
ノ
中
ニ
雨
ヲ
降
ス
法
有
リ
」

ト
。
天
皇
、「
速
ニ
其
ノ
法
ヲ
可
修
シ
」
ト
テ
、
大
師
ノ
言
バ
ニ
随
テ
、
神
泉
ニ
シ
テ
請
雨
経
ノ
法
ヲ
令
修
メ
給
フ
。

④
で
は
天
皇
名
が
欠
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、『
日
本
後
紀
』
逸
文
や
『
御
遺
告
』
以
下
の
空

海
伝
類
な
ど
か
ら
、
本
話
を
天
長
元
（
八
二
四
）
年
、
ま
た
は
同
四
年
の
請
雨
経
修
法
時
の
霊
験
を
伝
え
た
も
の
と
推
定
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説話における天皇と僧 ―『今昔物語集』を中心に―

し
、
欠
字
に
は
「
淳
和
」
が
入
る
と
み
て
い
る
。
そ
の
天
皇
に
空
海
が
召
さ
れ
、
降
雨
の
方
法
を
問
う
。
す
る
と
空
海
は

自
身
の
法
の
中
に
降
雨
の
法
が
あ
る
と
言
い
、
天
皇
は
そ
れ
を
修
さ
せ
た
と
い
う
。

　

⑤
巻
一
三
―
三
三
「
竜
聞
法
花
読
誦
依
持
者
語
降
雨
死
語
」

　

今
昔
、　
　

天
皇
ノ
御
代
ニ
奈
良
ノ
大
安
寺
ノ
南
ニ
竜
菀
寺
ト
云
フ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ニ
一
人
ノ
僧
住
ケ
リ
。
年

来
法
花
経
ヲ
読
誦
ス
。（
中
略
）

　

而
ル
間
、
一
ノ
竜
有
リ
。
此
ノ
講
経
読
誦
ノ
貴
キ
事
ヲ
感
ジ
テ
、
人
ノ
形
ト
成
テ
、
此
ノ
講
経
ノ
庭
ニ
来
テ
、
毎

日
ニ
聴
聞
ス
。（
中
略
）

　

其
ノ
時
ニ
、
天
下
旱
魃
シ
テ
雨
不
降
ズ
シ
テ
、
五
穀
皆
枯
レ
失
ナ
ム
ト
ス
。
貴
賤
ノ
人
皆
此
レ
ヲ
歎
キ
悲
ム
事
無

限
シ
。
此
レ
ニ
依
テ
、
人
天
皇
ニ
奏
シ
テ
云
ク
、「
大
安
寺
ノ
南
ニ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ニ
住
ム
僧
、
年
来
竜
ト
心
ヲ
通

シ
テ
、親
昵
ノ
契
ヲ
結
ベ
リ
。
然
レ
バ
、彼
ノ
僧
ヲ
召
シ
テ
、『
竜
ニ
雨
ヲ
可
降
キ
由
ヲ
可
語
シ
』
ト
可
被
宣
下
也
」
ト
。

　

天
皇
此
ノ
事
ヲ
聞
キ
給
テ
、
宣
旨
ヲ
下
シ
テ
、
件
ノ
僧
ヲ
召
ス
。
僧
宣
旨
ニ
随
テ
参
ヌ
。
天
皇
僧
ニ
仰
セ
テ
宣
ハ

ク
、「
汝
ヂ
年
来
法
花
経
ヲ
講
ズ
ル
ニ
依
テ
、
竜
常
ニ
其
ノ
所
ニ
来
テ
法
ヲ
聞
ク
。
竜
汝
ト
語
ヒ
深
キ
由
、
世
ニ
聞
エ

有
リ
。（
中
略
）
汝
ヂ
速
ニ
法
花
経
ヲ
講
ゼ
ム
ニ
、
其
ノ
竜
必
ズ
来
テ
法
ヲ
聞
カ
ム
ニ
、
竜
ヲ
語
ヒ
テ
、
雨
ヲ
可
降
シ
。

若
シ
此
レ
ヲ
不
叶
ズ
ハ
、
汝
ヲ
追
却
シ
テ
、
日
本
国
ノ
内
ニ
不
可
令
住
ズ
」
ト
。

　

僧
勅
命
ヲ
奉
リ
テ
、
大
キ
ニ
歎
テ
、
寺
ニ
返
テ
、
竜
ヲ
請
ジ
テ
此
ノ
事
ヲ
語
フ
。
竜
此
ノ
事
ヲ
聞
テ
云
ク
、「
我
レ

年
来
法
花
経
ヲ
聞
テ
、
悪
業
ノ
苦
ビ
ヲ
抜
テ
、
既
ニ
善
根
ノ
楽
ビ
ヲ
受
タ
リ
。
願
ク
ハ
、
此
ノ
身
ヲ
棄
テ
ヽ
聖
人
ノ

恩
ヲ
報
ゼ
ム
ト
思
フ
。
但
シ
、
此
ノ
雨
ノ
事
我
ガ
知
ル
所
ニ
非
ズ
。
大
梵
天
王
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
、
国
ノ
災
ヲ
止
メ
ム

ガ
為
ニ
雨
ヲ
不
降
ザ
ル
也
。
其
レ
ニ
、
我
レ
行
テ
雨
戸
ヲ
開
テ
ハ
、
忽
ニ
我
ガ
頸
ヲ
被
切
レ
ナ
ム
ト
ス
。（
中
略
）
願
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ク
ハ
、
聖
人
我
ガ
屍
骸
ヲ
尋
テ
、
埋
テ
、
其
ノ
上
ニ
寺
ヲ
起
テ
ヨ
（
中
略
）」
ト
。
僧
此
ノ
事
ヲ
聞
テ
、
歎
キ
悲
ム

ト
云
ヘ
ド
モ
、
勅
命
ヲ
恐
ル
ヽ
ニ
依
テ
、
竜
ノ
遺
言
ヲ
皆
受
テ
、
泣
々
ク
竜
ト
別
レ
ヌ
。

　

⑤
は
、
国
内
が
旱
魃
と
な
っ
た
際
に
、
天
皇
が
竜
と
親
交
が
あ
る
僧
の
話
を
聞
い
て
そ
の
僧
を
召
し
、
竜
の
力
を
利
用

し
て
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
す
る
話
で
あ
る
が
、
天
皇
名
は
欠
字
で
あ
り
推
定
も
し
難
い
。
た
だ
し
、
①
～
④
説
話
と
同
じ

く
、
僧
は
天
皇
の
召
に
応
じ
て
参
上
し
て
天
皇
の
命
令
に
従
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
初
期
以
前
の
時
代
が
想
定

さ
れ
て
い
る
と
み
て
お
く
。

　

以
上
の
①
～
⑤
で
は
、
天
皇
の
召
や
意
向
に
対
し
て
僧
が
拒
否
す
る
こ
と
な
く
対
応
す
る
姿
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、

次
に
み
る
説
話
か
ら
は
、
こ
う
し
た
天
皇
の
働
き
か
け
と
僧
の
対
応
の
関
係
が
変
化
し
て
い
く
。
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

の
か
先
に
述
べ
て
お
く
と
、『
信
貴
山
縁
起
』
の
命
蓮
の
よ
う
に
、
天
皇
の
召
や
意
向
に
容
易
に
従
わ
な
い
態
度
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
以
下
に
説
話
本
文
を
引
用
し
つ
つ
確
認
し
て
い
き
た
い
。

２　

天
皇
と
距
離
を
置
く
聖
人
た
ち
―
九
世
紀
半
ば
以
降

　

⑥
巻
二
八
―
二
四
「
穀
断
聖
人
持
米
被
咲
語
」

　

今
昔
、
文
徳
天
皇
ノ
御
代
ニ
、
波
太
岐
ノ
山
ト
云
フ
所
ニ
聖
人
有
ケ
リ
。
穀
ヲ
断
テ
年
来
ヲ
経
ニ
ケ
リ
。
天
皇
此

ノ
由
ヲ
聞
食
テ
、
召
出
シ
テ
、
神
泉
ニ
被
召
居
テ
、
帰
依
セ
サ
セ
給
フ
事
無
限
シ
。
此
ノ
聖
人
永
ク
穀
ヲ
断
タ
ル
者

ナ
レ
バ
、
木
ノ
葉
ヲ
以
テ
食
ト
シ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
。（
中
略
）

　

其
ノ
時
ニ
殿
上
人
共
頬
咲
テ
、「
米
屎
ノ
聖　

　々

」
ト
呼
ビ
呼
隍
テ
咲
ケ
レ
バ
、
聖
人
恥
テ
逃
テ
去
ケ
リ
。
其
ノ

後
、
行
キ
方
ヲ
人
不
知
ズ
シ
テ
止
ニ
ケ
リ
。
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早
ウ
、
人
ノ
謀
テ
被
貴
ム
ト
テ
思
テ
密
ニ
米
ヲ
隠
シ
テ
持
リ
ケ
ル
ヲ
不
知
シ
テ
、
穀
断
ト
知
テ
、
天
皇
モ
帰
依
セ

サ
セ
給
ヒ
人
モ
貴
ビ
ケ
ル
也
ケ
リ
、
ト
ナ
ム
語
リ
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
。

⑥
は
、「
波
太
岐
ノ
山
」
に
住
む
穀
断
ち
の
「
聖
人
」
が
文
徳
天
皇
に
召
さ
れ
、
神
泉
苑
に
住
ま
わ
せ
ら
れ
て
帰
依
を
受
け

た
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
中
略
部
分
で
は
「
聖
人
」
の
穀
断
ち
は
偽
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
若
き
殿
上
人
ら

に
よ
っ
て
暴
か
れ
る
。
そ
し
て
、
話
の
評
語
で
は
、「
早
ウ
、
人
ノ
謀
テ
被
貴
ム
ト
テ
思
テ
密
ニ
米
ヲ
隠
シ
テ
持
リ
ケ
ル
ヲ

不
知
シ
テ
、
穀
断
ト
知
テ
、
天
皇
モ
帰
依
セ
サ
セ
給
ヒ
人
モ
貴
ビ
ケ
ル
也
ケ
リ
」
と
さ
れ
、「
聖
人
」
は
、
人
に
貴
ば
れ
た

い
、
と
思
い
穀
断
ち
を
偽
っ
て
い
た
と
す
る
。

　

こ
の
話
で
は
、「
聖
人
」
は
天
皇
の
召
に
従
っ
て
は
い
る
が
、そ
の
「
聖
人
」
が
実
は
名
誉
欲
に
駆
ら
れ
て
穀
断
ち
を
偽
っ

て
い
た
僧
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

⑦
巻
二
〇
―
七
「
染
殿
后
為
天
宮
被
嬈
乱
語
」

　

今
昔
、
染
殿
ノ
后
ト
申
ス
ハ
、
文
徳
天
皇
ノ
御
母
也
。
良
房
大
政
大
臣
ト
申
ケ
ル
関
白
ノ
御
娘
也
。
形
チ
美
麗
ナ

ル
事
、
殊
ニ
微
妙
カ
リ
ケ
リ
。
而
ル
ニ
、
此
后
常
ニ
物
ノ
気
ニ
煩
ヒ
給
ケ
レ
バ
、
様
々
ノ
御
祈
共
有
ケ
リ
。
其
中
ニ

世
ニ
験
シ
有
ル
僧
ヲ
バ
召
シ
集
テ
、
験
者
修
法
有
ド
モ
、
露
ノ
験
シ
無
シ
。

　

而
ル
間
、
大
和
葛
木
ノ
山
ノ
頂
ニ
、
金
剛
山
ト
云
フ
所
有
リ
、
其
山
ニ
一
人
ノ
貴
キ
聖
人
住
ケ
リ
。
年
来
此
所
ニ

行
テ
、
鉢
ヲ
飛
シ
テ
食
ヲ
継
ギ
、
瓶
ヲ
遣
テ
水
ヲ
汲
ム
。
如
此
ク
行
ヒ
居
タ
ル
程
ニ
、
験
無
並
シ
。
然
レ
バ
、
其
聞

エ
高
成
ニ
ケ
レ
バ
、
天
皇
幷
ニ
父
ノ
大
臣
、
此
由
ヲ
聞
食
シ
テ
、「
彼
レ
ヲ
召
シ
テ
、
此
ノ
御
病
ヲ
令
祈
メ
ム
」
ト
思

食
シ
テ
、
可
召
キ
由
被
仰
下
ヌ
。
使
聖
人
ノ
許
ニ
行
テ
、
此
由
ヲ
仰
ス
ル
ニ
、
聖
人
度
々
辞
ビ
申
ス
ト
云
へ
ド
モ
、

宣
旨
難
背
キ
ニ
依
テ
、
遂
ニ
参
ヌ
。
御
前
ニ
召
テ
、
加
持
ヲ
参　

ル
ニ
、
其
験
シ
新
タ
ニ
シ
テ
、
后
一
人
ノ
侍
女
忽
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ニ
狂
テ
哭
キ
嘲
ル
。
侍
女
ニ
神
詑
テ
走
リ
叫
ブ
。
聖
人
弥
ヨ
此
ヲ
加
持
ス
ル
ニ
、
女
被
縛
テ
打
チ
被
責
ル
間
、
女
ノ

懐
ノ
中
ヨ
リ
一
ノ
老
狐
出
テ
、
転
テ
倒
レ
臥
テ
、
走
リ
行
事
能
カ
ラ
ズ
。
其
時
ニ
、
聖
人
ヲ
以
テ
狐
ヲ
令
繋
テ
、
此

ヲ
教
フ
。
父
ノ
大
臣
此
レ
ヲ
見
テ
、
喜
給
フ
事
無
限
シ
。
后
ノ
病
、
一
両
日
ノ
間
ニ
止
給
ヒ
ヌ
。

　

大
臣
此
レ
ヲ
喜
給
テ
、「
聖
人
暫
ク
可
候
キ
」
由
ヲ
仰
セ
給
へ
バ
、
仰
ニ
随
テ
暫
ク
候
フ
間
、（
中
略
）
聖
人
髴
ニ
后

ヲ
見
奉
ケ
リ
。
見
モ
不
習
ヌ
心
地
ニ
、
此
ク
端
正
美
麗
ノ
姿
ヲ
見
テ
、
聖
人
忽
ニ
心
迷
ヒ
肝
砕
テ
、
深
ク
后
ニ
愛
欲

ノ
心
ヲ
発
シ
ツ
。

⑦
で
は
、染
殿
后
の
病
に
際
し
、文
徳
天
皇
と
后
の
父
藤
原
良
房
が
金
剛
山
の
「
聖
人
」
を
召
す
こ
と
が
み
ら
れ
る
。「
聖
人
」

は
度
々
召
を
拒
ん
で
い
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
宣
旨
に
従
っ
て
参
内
し
た
と
す
る
。「
聖
人
」
は
后
の
病
を
癒
す
こ
と
に

成
功
し
、
良
房
は
大
い
に
喜
び
「
聖
人
」
に
し
ば
ら
く
と
ど
ま
る
よ
う
に
命
ず
る
。
し
か
し
、「
聖
人
」
は
、
こ
の
滞
在
が

き
っ
か
け
で
后
の
美
し
い
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
り
、
思
慮
分
別
を
失
う
ほ
ど
の
愛
欲
の
心
を
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
の

後
、
引
用
は
省
略
し
た
が
、「
聖
人
」
は
后
の
御
帳
に
侵
入
し
、
后
を
抱
き
す
く
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
捕
ら
え
ら
れ
て

牢
獄
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
后
へ
の
思
い
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
獄
中
で
餓
死
し
、
た
ち
ま
ち
に

鬼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

　

こ
の
話
で
は
、
最
終
的
に
は
召
に
従
っ
て
い
る
も
の
の
、
当
初
は
「
聖
人
」
が
天
皇
と
良
房
の
召
を
拒
む
姿
勢
を
み
せ

て
い
た
こ
と
、
良
房
の
命
に
従
っ
て
内
裏
に
滞
在
し
続
け
た
結
果
、
鬼
と
な
る
き
っ
か
け
を
得
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

⑧
巻
十
四
―
三
四
「
壱
演
僧
正
誦
金
剛
般
若
施
霊
験
語
」

　

今
昔
、
山
崎
ニ
相
応
寺
ト
云
フ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ニ
壱
演
ト
云
フ
僧
住
ケ
リ
。（
中
略
）
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而
ル
間
、
或
人
奏
シ
テ
云
ク
、「
山
崎
ト
云
フ
所
ニ
相
応
寺
ト
云
フ
寺
有
リ
。
其
ノ
寺
ニ
年
来
住
シ
テ
、
日
夜
ニ
金

剛
般
若
経
ヲ
読
誦
ス
ル
聖
人
有
ナ
リ
。
名
ヲ
バ
壱
演
ト
云
フ
。
現
世
ノ
名
利
ヲ
離
テ
、
後
世
ノ
菩
提
ヲ
願
フ
者
也
。

彼
レ
ヲ
召
テ
令
祈
バ
、
必
ズ
霊
験
掲
焉
ナ
ラ
ム
」
ト
。
天
皇
然
レ
バ
可
召
キ
由
ヲ
被
仰
下
テ
、
使
ヲ
遣
ス
ニ
、
即
チ

召
ノ
使
ニ
具
シ
テ
参
レ
リ
。
然
レ
バ
、
仁
寿
殿
ニ
召
シ
上
テ
、
彼
ノ
隼
ノ
巣
ヲ
咋
タ
ル
間
ニ
テ
、
金
剛
般
若
経
ヲ
令

転
読
ム
。
四
五
巻
許
ヲ
誦
ス
ル
程
ニ
、
忽
ニ
隼
四
五
十
許
外
ヨ
リ
飛
ビ
来
テ
、
隼
毎
ニ
巣
ヲ
咋
テ
飛
ビ
去
ヌ
。
其
ノ

時
ニ
、
天
皇
壱
演
ヲ
礼
シ
テ
、
貴
ビ
給
フ
事
無
限
シ
。
賞
ヲ
給
ハ
ム
ト
為
ル
ニ
、
不
承
引
ズ
シ
テ
返
ヌ
。

　

其
ノ
後
、
貴
キ
思
へ
高
ク
成
テ
被
帰
依
ル
ヽ
程
ニ
、
天
皇
ノ
母
方
ノ
祖
父
、
白
川
ノ
大
政
大
臣
ト
申
ス
人
、
老
体

ノ
上
ニ
重
キ
病
ヲ
受
テ
日
来
ヲ
経
ニ
、
方
々
ノ
御
祈
共
有
リ
。
就
中
、
貴
キ
思
エ
有
止
事
無
キ
僧
共
ヲ
召
テ
、
殊
ニ

令
祈
メ
給
フ
ニ
、
露
ノ
験
無
シ
。
而
ル
ニ
、
天
皇
ノ
、
前
ノ
隼
ノ
事
ヲ
思
食
テ
、
壱
演
ヲ
召
テ
遣
ス
。
壱
演
召
ニ
随

テ
参
テ
、
大
臣
ノ
御
枕
上
ニ
シ
テ
、
金
剛
般
若
経
ヲ
読
誦
ス
ル
、
数
巻
ニ
不
及
ザ
ル
程
ニ
、
大
臣
御
病
ハ
喩
給
ヌ
。

其
ノ
時
ニ
、
天
皇
弥
ヨ
壱
演
ヲ
貴
ビ
給
フ
事
無
限
シ
。
感
ニ
不
堪
シ
テ
遂
ニ
権
僧
正
ニ
被
成
ヌ
。

⑧
で
は
、
隼
の
怪
を
恐
れ
た
清
和
天
皇
が
壱
演
の
評
判
を
聞
い
て
仁
寿
殿
に
召
し
て
お
り
、
壱
演
は
召
に
従
っ
て
参
上
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
壱
演
金
剛
般
若
経
を
転
読
し
た
と
こ
ろ
隼
は
巣
を
咥
え
て
飛
び
去
っ
た
た
め
、
天
皇
は
壱
演
を
貴
び

賞
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
壱
演
は
辞
退
し
て
去
っ
た
。
そ
の
後
、
藤
原
良
房
が
重
病
と
な
り
、
天
皇
は
再
び
壱
演
を
召

す
。
壱
円
は
召
に
従
っ
て
参
上
し
て
良
房
の
た
め
に
金
剛
般
若
経
を
読
誦
す
る
と
良
房
は
回
復
し
た
た
め
、
天
皇
は
ま
す

ま
す
壱
演
を
貴
び
権
僧
正
に
し
た
と
す
る
。

　

⑨
巻
十
二
―
三
三
「
多
武
峰
増
賀
聖
人
語
」

　

今
昔
、
多
武
ノ
峰
ニ
増
賀
聖
人
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。（
中
略
）
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法
花
経
ヲ
受
ケ
習
ヒ
、
顕
蜜
ノ
法
文
ヲ
学
ス
ル
ニ
、（
中
略
）
学
問
ノ
隟
ニ
ハ
、
必
ズ
毎
日
ニ
法
花
経
一
部
、
三
時

ノ
懺
悔
ヲ
ゾ
不
断
ザ
リ
ケ
ル
。

　

而
ル
間
ニ
、
道
心
堅
固
ニ
発
ニ
ケ
レ
バ
、
現
世
ノ
名
聞
利
養
ヲ
永
ク
棄
テ
、
偏
ニ
後
世
菩
提
ノ
事
ヲ
ノ
ミ
思
ケ
ル

間
ニ
、
カ
ク
止
事
無
キ
学
生
ナ
ル
聞
エ
高
ク
成
テ
、
召
シ
仕
ハ
ム
ト
為
レ
ド
モ
、
強
ニ
辞
シ
テ
不
出
立
ズ
シ
テ
、
思

ハ
ク
、「
我
レ
、
此
ノ
山
ヲ
去
テ
多
武
ノ
峰
ト
云
フ
所
ニ
行
テ
、
籠
居
テ
静
ニ
行
テ
、
後
世
ヲ
祈
ラ
ム
」
ト
思
テ
、
師

ノ
座
主
ニ
暇
ヲ
請
フ
ニ
、
座
主
モ
免
サ
ル
ヽ
事
無
シ
。
傍
ノ
学
生
共
モ
強
ニ
制
止
ス
レ
バ
、
思
ヒ
歎
テ
心
ニ
狂
気
ヲ

翔
フ
。（
中
略
）

　

而
ル
間
、
貴
キ
聖
人
也
ト
云
フ
事
世
ニ
高
ク
聞
エ
テ
、
冷
泉
院
、
請
ジ
テ
御
持
僧
ト
セ
ム
ト
為
ル
ニ
、
召
ニ
随
テ

参
テ
ハ
、
様
々
ノ
物
狂
ハ
シ
キ
事
共
ヲ
申
シ
テ
逃
テ
去
ニ
ケ
リ
。
如
此
ク
、
事
ニ
触
レ
テ
狂
フ
事
ノ
ミ
有
ケ
レ
ド
モ
、

其
レ
ニ
付
テ
貴
キ
思
エ
ハ
弥
ヨ
増
リ
ケ
リ
。

⑨
で
は
、
世
に
「
貴
キ
聖
人
」
と
評
判
に
な
っ
た
増
賀
を
、
冷
泉
天
皇
（
５
）
は
護
持
僧
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
増
賀
は

召
に
従
っ
て
参
上
は
す
る
が
、
様
々
な
物
狂
わ
し
い
こ
と
な
ど
を
言
っ
て
逃
れ
て
い
た
と
す
る
。

　

⑩
巻
十
二
―
三
五
「
神
名
睿
実
持
経
者
語
」

　

今
昔
、
京
ノ
西
ニ
神
明
ト
云
フ
山
寺
有
リ
。
其
ニ
睿
実
ト
云
フ
僧
住
ケ
リ
。（
中
略
）

　

而
ル
間
、
円
融
院
ノ
天
皇
、
堀
川
ノ
院
ニ
シ
テ
重
キ
御
悩
有
リ
。（
中
略
）
或
ル
上
達
部
ノ
奏
シ
給
ハ
ク
、「
神
明
ト

云
フ
山
寺
ニ
、睿
実
ト
云
フ
僧
住
シ
テ
、年
来
法
花
経
ヲ
誦
シ
テ
他
念
無
シ
。
彼
レ
ヲ
召
テ
御
祈
有
ラ
ム
ニ
何
ニ
」
ト
。

亦
或
ル
上
達
部
ノ
宣
ハ
ク
、「
彼
レ
道
心
深
キ
者
ニ
テ
、
心
ニ
任
セ
テ
翔
ハ
ヾ
、
見
苦
キ
事
ヤ
有
ラ
ム
ト
為
ラ
ム
」
ト
。

亦
他
ノ
人
ノ
云
ク
、「
験
ダ
ニ
有
ラ
バ
、
何
ナ
リ
ト
モ
有
ナ
ム
」
ト
被
定
テ
、
蔵
人　
　

ヲ
以
テ
召
シ
ニ
遣
ス
。
蔵
人
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宣
旨
ヲ
奉
テ
、
神
明
ニ
行
テ
、
持
経
者
ニ
会
テ
、
宣
旨
ノ
趣
ヲ
仰
ス
。
持
経
者
ノ
云
ハ
ク
、「
異
様
ノ
身
ニ
候
へ
バ
、

参
ラ
ム
ニ
憚
リ
有
リ
ト
云
へ
ド
モ
、
王
地
ニ
居
乍
ラ
何
デ
カ
宣
旨
ヲ
背
ク
事
有
ラ
ム
。
然
レ
バ
可
参
キ
也
」
ト
云
テ

出
立
テ
パ
、
蔵
人
定
メ
テ
一
切
ハ
辞
バ
ム
ズ
ラ
ム
ト
思
ツ
ル
ニ
、
カ
ク
出
立
テ
バ
、
心
ノ
内
ニ
喜
ビ
思
テ
、
同
車
ニ

テ
参
ル
。
蔵
人
ハ
後
ノ
方
ニ
乗
レ
リ
。

　

而
ル
ニ
、
東
ノ
大
宮
ヲ
下
リ
ニ
遣
セ
テ
行
ク
ニ
、
土
御
門
ノ
馬
出
シ
ニ
、
薦
一
枚
ヲ
引
廻
シ
テ
病
人
臥
セ
リ
。
見

レ
バ
、
女
也
。（
中
略
）
蔵
人
ノ
云
ク
、「
此
レ
極
テ
不
便
ノ
事
也
。
宣
旨
ニ
随
テ
参
給
タ
ラ
バ
、
此
許
ノ
病
者
ヲ
見
テ

逗
留
シ
不
可
給
ズ
」
ト
。
持
経
者
、「
我
君
々
々
」
ト
云
テ
、
車
ノ
前
ノ
方
ヨ
リ
踊
リ
下
ヌ
。

　
「
物
ニ
狂
フ
僧
カ
ナ
」
ト
思
へ
ド
モ
、
可
捕
キ
事
ニ
非
ネ
バ
、
車
ヲ
掻
キ
下
シ
テ
、
土
御
門
ノ
内
ニ
入
テ
、
此
ノ

持
経
者
ノ
為
ル
様
ヲ
見
立
レ
バ
、
持
経
者
然
許
穢
気
ナ
ル
所
ニ
臥
タ
ル
怖
シ
気
ナ
ル
病
人
ニ
、
糸
睦
マ
シ
ゲ
ニ
寄
テ
、

胸
ヲ
捜
リ
頭
ヲ
抑
へ
テ
病
ヲ
問
フ
。（
中
略
）

　

然
テ
後
ニ
、
蔵
人
ノ
許
ニ
来
テ
、「
今
ハ
然
ハ
参
リ
給
へ
。
参
ラ
ム
」
ト
云
テ
、
車
ニ
乗
テ
内
裏
ニ
参
タ
レ
バ
、
御

前
ニ
召
シ
ツ
。「
経
ヲ
誦
シ
給
へ
」
ト
仰
セ
有
レ
バ
、
一
ノ
巻
ヨ
リ
始
テ
法
花
経
ヲ
誦
ス
。
其
ノ
時
ニ
、
御
邪
気
顕
レ

テ
、
御
心
地
宜
ク
成
セ
給
ヒ
ヌ
。
然
レ
バ
、
即
チ
僧
綱
ニ
可
被
成
キ
定
メ
有
リ
ト
云
へ
ド
モ
、
持
経
者
固
ク
辞
シ
テ

逃
ル
ガ
如
ク
シ
テ
罷
出
ニ
ケ
リ
。

⑩
で
は
、
円
融
天
皇
が
病
と
な
り
、
様
々
な
祈
祷
が
あ
っ
た
が
効
果
が
な
か
っ
た
た
め
、
法
華
経
持
経
者
と
し
て
評
判
の

あ
っ
た
睿
実
を
召
す
こ
と
に
し
、
蔵
人
が
宣
旨
を
奉
じ
て
睿
実
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
蔵
人
は
睿
実
が
召
に
応
じ
な
い

こ
と
を
予
想
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
睿
実
は
「
王
地
に
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
宣
旨
に
背
く
こ
と
が
で
き
よ
う

か
」
と
し
て
召
に
従
い
出
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
立
し
た
睿
実
は
道
中
で
病
人
と
出
会
い
、「
こ
の
病
人
に
物
を
食
わ
せ
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て
か
ら
夕
方
に
参
内
す
る
」
と
言
っ
た
め
、
蔵
人
は
「
宣
旨
に
従
っ
て
来
た
の
な
ら
、
こ
の
病
人
の
た
め
に
逗
留
す
べ
き

で
は
な
い
」
と
し
た
も
の
の
、
睿
実
は
結
局
病
人
を
看
病
し
て
か
ら
参
内
し
た
。
御
前
に
召
さ
れ
た
睿
実
は
法
華
経
を
読

み
、
円
融
の
病
を
治
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
僧
綱
と
す
る
定
が
あ
っ
た
が
、
固
辞
し
て
逃
げ
る
よ
う
に
退
出
し
た
と
す
る
。

　

⑧
か
ら
⑩
の
説
話
で
は
、
僧
が
天
皇
の
召
に
容
易
に
従
わ
な
い
、
も
し
く
は
召
に
応
じ
た
と
し
て
も
役
目
を
終
え
た
後

は
天
皇
の
意
向
を
拒
否
し
て
立
ち
去
る
こ
と
が
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
の
僧
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
都
か
ら
離
れ

た
場
所
に
居
所
を
置
い
て
修
行
を
積
ん
で
い
た
「
聖
人
」・「
持
経
者
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
、「
現
世
ノ
名
利
ヲ
離
テ
、
後
世

ノ
菩
提
ヲ
願
フ
者
」（
⑧
壱
演
）、「
現
世
ノ
名
聞
利
養
ヲ
永
ク
棄
テ
、
偏
ニ
後
世
菩
提
ノ
事
ヲ
ノ
ミ
思
ケ
ル
」（
⑨
増
賀
）、「
年

来
法
花
経
ヲ
誦
シ
テ
他
念
無
シ
」・「
道
心
深
キ
者
」（
⑩
睿
実
）
と
さ
れ
、
世
俗
的
な
名
誉
に
と
ら
わ
れ
な
い
求
道
者
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
⑦
の
鬼
と
な
っ
た
「
聖
人
」
も
、「
年
来
此
所
（
金
剛
山
）
ニ
行
テ
、
鉢
ヲ
飛
シ
テ
食
ヲ
継
ギ
、
瓶
ヲ

遣
テ
水
ヲ
汲
ム
。
如
此
ク
行
ヒ
居
タ
ル
程
ニ
、
験
無
並
シ
」
と
さ
れ
、
世
俗
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
僧
と
さ
れ
て
い
る

が
、
良
房
の
命
に
よ
っ
て
内
裏
に
滞
在
し
続
け
た
結
果
、
鬼
と
な
っ
て
し
ま
う
結
果
を
招
い
て
い
る
。
こ
れ
が
壱
円
・
増

賀
・
睿
実
ら
と
の
違
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
点
は
次
章
の
検
討
に
お
い
て
再
び
取
り
上
げ
た
い
。

　

⑪
巻
二
〇
―
四
「
祭
天
猗
僧
参
内
裏
現
被
追
語
」

　

今
昔
、
円
融
院
ノ
天
皇
ノ
久
ク
御
悩
有
ケ
ル
ニ
、
様
々
ノ
御
祈
共
有
ケ
リ
。
就
中
ニ
御
物
気
ニ
テ
有
ケ
レ
バ
、
世

ニ
験
シ
有
ト
聞
ユ
ル
僧
ヲ
バ
、
員
ヲ
尽
シ
テ
召
テ
、
御
加
持
ヲ
参
ニ
、
露
其
ノ
験
シ
無
シ
。

　

而
レ
バ
、
極
テ
恐
レ
サ
セ
給
フ
間
、
人
有
テ
奏
テ
云
ク
、「
東
大
寺
ノ
南
ニ
高
山
ト
云
フ
山
有
リ
。
其
山
ニ
仏
道
ヲ

修
行
シ
テ
、
久
ク
住
ス
ル
聖
人
有
ナ
リ
。
行
ヒ
ノ
薫
修
積
テ
、
野
ニ
走
ル
獣
ヲ
加
持
シ
留
メ
、
空
ニ
飛
ブ
鳥
リ
加
持

シ
落
ス
ナ
リ
。
彼
レ
ヲ
召
テ
、
御
加
持
ヲ
奉
セ
バ
、
必
ズ
其
験
シ
候
ヒ
ナ
ム
」
ト
。
天
皇
此
ヲ
聞
シ
食
シ
テ
、
即
チ
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可
召
キ
由
ヲ
被
仰
下
テ
、
使
ヲ
遣
シ
テ
召
ス
ニ
、
使
ニ
随
テ
参
ル
。（
中
略
）
既
ニ
内
ニ
参
ヌ
レ
バ
、
御
前
ニ
召
テ
、

御
加
持
参
ニ
、
幾
程
ヲ
経
ズ
シ
テ
、
御
病
掻
巾
フ
様
ニ
愈
セ
給
ヒ
ヌ
。（
中
略
）

　

而
ル
間
ニ
、
此
法
師
俄
ニ
帳
ノ
外
ニ
仰
様
ニ
投
被
伏
ヌ
。
上
達
部
殿
上
人
此
レ
ヲ
見
テ
、「
此
ハ
何
ニ
」
ト
怪
シ
ブ
。

天
皇
モ
驚
キ
給
ヌ
。
此
法
師
投
ゲ
被
伏
テ
、
吉
ク
打
テ
被
責
テ
後
、
云
ク
、「
助
ケ
給
へ
。
今
度
ノ
命
ヲ
生
ケ
給
へ
。

我
年
来
高
山
ニ
住
シ
テ
、
天
㺃
ヲ
祭
ル
ヲ
以
テ
役
ト
シ
テ
、『
一
切
レ
人
ニ
貴
バ
セ
給
へ
』
ト
祈
リ
シ
験
シ
ニ
、
此
ク

被
召
テ
参
タ
ル
也
。
此
レ
大
キ
ナ
ル
理
也
。
今
ニ
至
テ
ハ
大
ニ
懲
リ
候
ヒ
ヌ
。
助
ケ
給
ヘ
」
ト

⑪
で
は
、
円
融
天
皇
の
病
に
東
大
寺
南
の
高
山
に
住
む
「
聖
人
」
が
召
さ
れ
、
御
前
に
参
上
し
て
加
持
を
し
た
と
こ
ろ
、

忽
ち
に
病
が
癒
え
た
と
す
る
。
し
か
し
、「
而
ル
間
ニ
」
の
前
の
中
略
部
分
に
は
、
あ
っ
さ
り
と
病
を
癒
し
た
「
聖
人
」
を

怪
し
ん
だ
余
慶
や
寛
朝
が
正
体
を
暴
こ
う
と
、
几
帳
の
内
に
い
る
聖
人
に
向
か
っ
て
加
持
を
す
る
場
面
が
語
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
聖
人
」
は
「
天
猗
」
を
祭
っ
て
い
た
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
、「
聖
人
」
は
「
天
猗
」

に
「
一
切
レ
人
ニ
貴
バ
セ
給
へ
」
と
、
人
に
貴
ば
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
聖
人
」
の
姿

は
、
⑥
の
穀
断
ち
僧
が
「
人
ノ
謀
テ
被
貴
ム
」
と
の
思
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
ず
る
。

　

こ
こ
で
、
本
章
で
の
説
話
の
検
討
を
整
理
し
て
お
く
。
平
安
時
代
初
期
ま
で
の
①
～
⑤
の
僧
た
ち
は
、
天
皇
の
召
や
意

向
に
従
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
代
が
下
る
と
、
⑧
⑨
⑩
で
み
ら
れ
た
世
俗
的
な
名
誉
に
と
ら
わ
れ
な
い
聖
人
た
ち
が
天

皇
の
召
や
意
向
に
容
易
に
従
わ
な
い
よ
う
に
な
る
。
一
方
で
、
同
じ
く
聖
人
と
さ
れ
る
僧
で
も
、
天
皇
の
召
に
素
直
に
従

う
者
は
、
⑥
や
⑪
の
「
聖
人
」
の
よ
う
に
名
誉
欲
の
あ
る
僧
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
僧
の
態
度

の
変
化
の
画
期
は
、
⑥
⑦
⑧
の
説
話
の
時
代
、
つ
ま
り
九
世
紀
半
ば
と
な
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
聖
人
と
さ
れ
な
が

ら
も
徳
を
偽
っ
て
い
た
僧
（
⑥
）
や
天
皇
の
意
向
を
拒
否
す
る
僧
（
⑦
⑧
）
が
登
場
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
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次
章
以
降
、
本
章
で
確
認
し
た
僧
の
態
度
の
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
　「
魔
縁
」
と
し
て
の
王
法
へ
の
接
近

　

説
話
に
お
け
る
僧
の
天
皇
に
対
す
る
態
度
の
変
化
に
つ
い
て
、
王
法
（
天
皇
・
朝
廷
）
と
仏
法
の
関
係
変
化
と
い
う
視

点
で
考
え
て
み
た
い
。

　

巻
一
一
―
一
か
ら
巻
一
二
―
一
〇
の
本
朝
仏
法
史
に
あ
た
る
話
群
で
は
、
王
法
の
支
配
の
下
で
日
本
の
仏
法
が
確
立
・

発
展
し
て
い
く
様
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
時
代
設
定
の
説
話
で
あ
る
（
６
）。
し
か
し
、
時

代
が
下
る
と
こ
う
し
た
王
法
と
仏
法
の
関
係
は
変
化
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
巻
三
一
に
は
王
法
が
仏
法
に
干
渉
し
て
統
治

し
よ
う
と
す
る
姿
が
み
ら
れ
（
７
）、
そ
の
干
渉
と
統
治
が
仏
法
の
世
界
を
破
綻
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
み

ら
れ
る
と
い
う
（
８
）
が
、
そ
れ
ら
が
み
ら
れ
る
説
話
の
時
代
設
定
は
、
摂
関
期
に
あ
た
る
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀

前
半
と
な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
二
三
話
で
は
、
慶
命
が
藤
原
道
長
と
の
人
脈
を
利
用
し
て
律
師
と
な
り
、
多
武
峯
の
延
暦
寺
末
寺
化
も
道
長
に

頼
ん
で
実
現
さ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
王
法
に
接
近
し
て
世
俗
的
な
願
望
を
叶
え
て
い
く
僧
の
姿
が
み
ら
れ
る
が
、

川
上
知
里
氏
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
王
法
へ
の
接
近
は
仏
法
に
と
っ
て
危
険
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
話
を

み
て
み
る
と
、
霊
験
あ
る
巌
を
有
す
る
霊
巌
寺
の
別
当
が
、「
行
幸
が
あ
れ
ば
自
分
は
僧
綱
に
な
れ
る
」
と
思
い
、
巌
を
行

幸
に
お
け
る
御
輿
の
通
行
に
邪
魔
と
思
い
破
壊
し
た
結
果
、
寺
が
荒
廃
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
と
王
法
が
仏
法
に
関
わ
る
こ
と
で
、
僧
の
世
俗
化
や
寺
院
の
荒
廃
な
ど
、
仏
法
へ
の
悪
影

響
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
生
ま
れ
て
い
た
。「
は
じ
め
に
」
で
取
り
上
げ
た
『
信
貴
山
縁
起
』
の
命
蓮
も
、
天
皇
の
僧
都
・

僧
正
へ
の
任
命
や
居
所
の
寺
へ
の
荘
園
の
寄
進
の
意
向
を
、「
罪
得
が
ま
し
き
こ
と
」
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
し
て
拒
否

し
て
い
た
。
王
法
が
仏
法
に
関
わ
る
こ
と
で
仏
法
が
悪
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
は
、
前
章
で
確
認
し
た
時

代
設
定
が
九
世
紀
半
ば
以
降
の
説
話
に
な
る
と
、
聖
人
た
ち
が
天
皇
の
意
向
に
容
易
に
従
わ
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、巻
一
二
―
三
四
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
話
で
は
、退
位
後
の
円
融
院
が
重
病
と
な
っ

た
た
め
、
法
華
持
者
と
し
て
評
判
の
あ
っ
た
性
空
が
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
院
の
召
使
が
房
を
訪
れ
て
そ
の
旨

を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
性
空
は
「
我
レ
、
大
魔
障
ニ
値
タ
リ
。
助
ケ
給
へ
。
十
羅
刹
」
と
泣
き
叫
ん
だ
と
さ
れ
る
。
在
位
中

の
天
皇
で
は
な
く
退
位
後
の
院
の
召
で
あ
る
が
、
性
空
は
召
を
「
大
魔
障
」、
す
な
わ
ち
仏
道
修
行
に
対
す
る
妨
げ
と
嘆

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
か
ら
は
、
王
法
が
仏
法
に
関
わ
る
こ
と
が
悪
影
響
と
な
り
得
る
時
代
の
も
と
で
、
聖
人
は
王
法

と
の
接
近
を
仏
道
修
行
の
妨
げ
と
し
て
警
戒
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
天
皇
の
召
や
意
向
に
従
わ
な
い
よ
う
に
な
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
三
一
―
四
で
は
、
道
心
が
あ
り
病
を
契
機
に
出
家
し
た
絵
師
の
巨
勢
広
高
が
、
病
が
治
っ
た
こ
と
に
よ
り

「
公
」
に
還
俗
を
命
じ
ら
れ
、嘆
き
悲
し
み
な
が
ら
も
宣
旨
に
は
逆
ら
え
な
い
と
し
て
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

道
心
あ
っ
て
出
家
し
た
者
が
王
法
の
干
渉
に
よ
っ
て
世
俗
に
引
き
戻
さ
れ
る
姿
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
王
法
に
よ
る

仏
道
修
行
を
妨
げ
る
行
為
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、性
空
の
言
う
「
大
魔
障
」
は
単
な
る
仏
道
修
行
の
妨
げ
に
は
終
わ
ら
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
関
し
て
、『
今
昔
』（
一
二
世
紀
前
半
）
よ
り
も
一
世
紀
ほ
ど
成
立
年
代
は
下
る
が
、『
発
心
集
』（
９
）（
一
三
世
紀
前
半
）

を
み
て
み
る
と
、
僧
の
世
俗
へ
の
接
近
が
修
行
の
妨
げ
と
な
る
「
魔
縁
」
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
た
め
参
照
し
て

み
た
い
。

　

例
え
ば
、
俗
人
に
仏
の
供
養
を
依
頼
さ
れ
た
増
賀
は
、
説
法
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
供
養
に
向
か
う
道
す
が
ら
考
え
て
い

た
自
分
自
身
に
対
し
て
、「
名
利
を
思
ふ
に
こ
そ
。
魔
縁
便
り
を
得
て
げ
り
」
と
の
思
い
を
抱
き
（
一
―
五
）、
徳
を
隠
し

て
い
た
時
料
上
人
は
、
結
縁
を
希
望
す
る
男
に
法
華
経
読
経
の
行
を
目
撃
さ
れ
た
際
に
、「
此
の
度
生
死
を
離
れ
ん
と
思
ふ

に
、
此
の
志
を
人
に
し
ら
れ
な
ば
、
魔
縁
も
力
を
得
、
信
施
も
殊
に
重
か
る
べ
し
」
と
し
、
障
り
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け

る
た
め
に
隠
徳
し
て
い
た
と
さ
れ
（
八
―
一
）、僧
た
ち
が
「
魔
縁
」
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
同
話
で
は
、

「
今
の
世
は
天
魔
・
盗
人
み
ち
み
ち
て
、
人
の
善
根
を
う
か
が
ひ
さ
ま
た
ぐ
」
と
し
、
魔
縁
は
招
き
や
す
い
も
の
と
し
た

う
え
で
、「
末
世
の
比
丘
あ
ら
そ
ひ
深
く
、
名
利
に
ま
ど
へ
る
故
に
、
み
づ
か
ら
な
き
徳
を
称
す
。
妄
語
の
中
に
す
ぐ
れ
た

る
重
罪
な
り
」
と
し
て
、
末
世
の
僧
た
ち
は
争
い
深
く
、
名
利
に
惑
い
偽
り
の
徳
を
称
す
る
と
い
い
、
こ
れ
を
妄
語
の
中

で
も
特
に
重
い
罪
で
あ
る
と
す
る
（
八
―
一
）。
そ
し
て
、「
ふ
か
く
名
聞
に
住
し
て
、
な
き
徳
を
称
じ
て
人
を
た
ぶ
ろ
か

し
て
」
堂
と
仏
像
を
造
っ
た
上
人
は
天
狗
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
八
―
二
）。
つ
ま
り
、
僧
た
ち
は
「
魔
縁
」
に
接

触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
利
に
惑
っ
て
偽
り
の
徳
を
称
す
る
と
い
う
重
罪
を
犯
し
、
仏
法
に
敵
対
す
る
存
在
で
あ
る
天
狗

に
堕
ち
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
信
貴
山
縁
起
』
の
命
蓮
が
天
皇
の
意
向
を
拒
否
す
る
際
に
述
べ
た
「
罪

得
が
ま
し
き
こ
と
」
の
罪
と
は
、
具
体
的
に
は
、
世
俗
的
な
僧
位
や
財
産
得
る
こ
と
で
、
名
利
に
惑
っ
て
偽
り
の
徳
を
称

し
て
し
ま
う
と
い
う
罪
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
一
二
世
紀
・
一
三
世
紀
の
僧
た
ち
の
な
か
に
は
、
無
道
心
で

憍
慢
な
僧
は
天
魔
（
天
狗
）
と
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
（
貞
慶
『
魔
界
回
向
法
語
』、
慶
政
『
比
良
山
古
人
霊
託
』、
無
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住
『
沙
石
集
』
な
ど
）（⓾
）、
天
魔
の
活
動
も
警
戒
さ
れ
て
い
た
（
⓫
）。

　

以
上
の
『
発
心
集
』
の
記
述
も
手
掛
か
り
と
す
る
な
ら
ば
、
魔
障
・
魔
縁
と
い
う
仏
道
修
行
の
妨
げ
を
招
い
て
名
利
に

惑
い
、
さ
ら
に
は
天
狗
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
繋
が
る
行
為
で
あ
る
た
め
に
、
聖
人
た
ち
は
王
法
と
の
接
近
を
拒
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
『
今
昔
』
に
お
い
て
も
、
滝
口
の
武
士
道
範
が
天
狗
を
祭
る
術
を
習
得
し
た
こ
と
を
語
る
巻

二
〇
―
一
〇
の
評
語
に
、「
仏
道
ヲ
棄
テ
、
魔
界
ニ
趣
カ
ム
事
、
此
、
宝
ノ
山
ニ
入
リ
テ
手
ヲ
空
ク
シ
テ
出
、
石
ヲ
抱
テ
深

キ
淵
ニ
入
テ
命
ヲ
失
フ
ガ
如
シ
」
と
あ
り
、
天
狗
を
祭
る
術
の
習
得
が
「
仏
道
を
捨
て
て
魔
界
に
趣
く
行
為
」
と
非
難
さ

れ
て
い
る
。
説
話
の
聖
人
た
ち
が
天
皇
の
意
向
に
容
易
に
応
じ
な
い
態
度
を
と
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
背
景
に
は
、
王
法

と
の
接
近
が
仏
道
修
行
の
妨
げ
と
な
り
、
さ
ら
に
は
天
狗
と
な
る
こ
と
に
も
繋
が
る
、
と
い
う
一
二
世
紀
の
僧
た
ち
の
間

に
存
在
し
た
思
想
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
一
方
で
、
前
章
で
引
用
し
た
⑥
⑪
説
話
に
み
ら
れ
た
す
ん
な
り
と
王
法
に
接
近

す
る
聖
人
は
、
ま
さ
に
名
利
に
惑
い
、
偽
り
の
徳
を
称
す
る
僧
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
章
の
⑦
説
話
の
聖
人
が
、
后
の
病
を
癒
す
役
目
を
終
え
た
後
も
内
裏
に
滞
在
し
続
け
た
結

果
、
鬼
と
な
っ
て
し
ま
う
結
末
を
招
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
鬼
も
堕
落
し
た
僧
が
変
じ
た
と
い
う
点
に
お
い
て

天
狗
と
同
類
の
存
在
と
い
え
よ
う
（
⓬
）。
こ
の
話
に
は
、
世
俗
か
ら
距
離
を
置
い
て
修
行
を
積
む
「
聖
人
」
で
あ
っ
て
も
、

王
法
と
む
や
み
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
を
は
ず
し
て
し
ま
う
と
い
う
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
王
法
と
の
接
近
に
よ
り
仏
道
修
行
が
妨
げ
ら
れ
、
鬼
や
天
狗
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
に
は
、

天
皇
の
召
を
拒
否
し
、
そ
も
そ
も
王
法
と
接
近
す
る
機
会
自
体
を
作
ら
な
い
こ
と
が
最
も
確
実
な
対
策
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
一
方
で
、
召
を
拒
否
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
ひ
と
ま
ず
は
召
に
応
じ
て
参
上
し
、
治
病
な
ど
の
要
求
に
対
応
し

た
後
は
速
や
か
に
天
皇
の
も
と
を
去
り
、
継
続
的
に
王
法
と
の
関
係
を
持
た
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
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る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
特
に
前
章
引
用
史
料
⑧
の
壱
円
や
⑩
の
睿
実
が
召
に
は
従
っ
た
も
の
の
、
褒
賞
や
僧
綱
へ
の

補
任
を
拒
否
し
た
と
い
う
姿
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
仏
法
に
と
っ
て
王
法
へ
の
接
近
が
危
険
を
孕
む
時
代
（
前
章
・
本
章
の
検
討
に
よ
れ
ば
九
世
紀
半
ば

以
降
）
と
は
異
な
り
、『
今
昔
』
に
み
ら
れ
る
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
初
期
の
僧
た
ち
は
天
皇
の
召
や
意
向
に
従
い
、
王
法

と
の
接
近
を
厭
わ
な
か
っ
た
（
と
描
か
れ
た
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
平
安
時
代
後
期
の
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
資

質
を
優
れ
た
も
の
と
し
、
王
法
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
名
利
に
惑
う
こ
と
や
憍
慢
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
仏

道
修
行
の
妨
げ
を
生
じ
る
危
険
性
が
無
か
っ
た
と
み
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
る
。『
発
心
集
』
は
、「
悟
り
深
く
徳
あ
る
人
は
、

諸
天
の
擁
護
ひ
ま
な
く
」
と
い
う
理
由
で
、
天
魔
も
悪
事
を
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
お
り
（
八
―
一
）、
平
安
時

代
初
期
以
前
は
「
悟
り
深
く
徳
あ
る
」
僧
の
時
代
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
つ
に
は
、
律
令
制
の
も
と
で

王
法
が
僧
の
出
家
や
修
行
を
統
制
し
て
い
た
と
い
う
時
代
認
識
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
。『
今
昔
』
巻
一
七
―
四
九
は
金
就

行
者
の
行
を
知
っ
た
聖
武
天
皇
が
、
行
者
を
讃
え
て
出
家
を
許
可
す
る
説
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
評
語
は
「
古
ヘ
ハ
出

家
ヲ
モ
、
天
皇
ノ
許
サ
レ
無
ク
シ
テ
ハ
輙
ク
為
ル
事
無
カ
リ
ケ
レ
バ
、
然
モ
懇
ニ
祈
リ
請
ケ
ル
也
ケ
リ
」
と
し
、
天
皇
が

出
家
を
統
制
し
て
い
た
た
め
に
行
者
は
熱
心
に
祈
請
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。『
今
昔
』
の
日
本
仏
法
史
（
巻
一
一
―
一
～

巻
一
二
―
一
〇
）
を
み
れ
ば
、
平
安
時
代
初
期
ま
で
は
王
法
と
僧
が
接
近
す
る
こ
と
で
日
本
仏
法
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
両
者
の
接
近
は
仏
法
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
主
に
『
今
昔
』
の
説
話
に
み
ら
れ
る
天
皇
の
召
や
意
向
に
対
す
る
僧
の
態
度
に
つ
い
て
分
析
し
、

天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
す
る
と
い
う
態
度
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

一
章
で
は
、『
今
昔
』
に
お
け
る
、
僧
が
天
皇
の
召
や
要
請
を
受
け
て
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
説
話
を
確
認

し
た
。
そ
こ
で
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
僧
た
ち
は
天
皇
の
召
や
要
請
に
従
っ
て
い
た
が
、
九
世
紀
半
ば
以

降
に
は
世
俗
的
な
名
誉
に
と
ら
わ
れ
な
い
聖
人
た
ち
が
天
皇
の
意
向
に
容
易
に
従
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
一
方
で
、
聖
人
と
さ
れ
る
僧
で
も
天
皇
の
召
に
素
直
に
従
う
者
は
、
名
誉
欲
の
あ
る
僧
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
指
摘
し
た
。

　

二
章
で
は
、
先
行
研
究
か
ら
、
説
話
形
成
の
背
景
に
は
王
法
と
仏
法
の
関
係
変
化
が
あ
っ
た
と
推
測
し
た
う
え
で
検
討

を
進
め
た
。
背
景
と
な
っ
た
王
法
と
仏
法
の
関
係
変
化
と
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
は
、
仏
法
は
王
法
と
接
近

す
る
こ
と
で
確
立
・
発
展
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
が
、
九
世
紀
半
ば
以
降
は
、
王
法
へ
の
接
近
が
僧
の
世
俗
化
や
寺
院

の
荒
廃
な
ど
の
仏
法
界
へ
の
悪
影
響
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
時
代
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
時
代
認
識
の
も
と
で
、
九
世
紀
半
ば
以
降
の
時
代
設
定
を
持
つ
説
話
に
お
い
て
、
天
皇
の
召
や
意
向
を
拒
否
し
て
王
法

と
の
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
僧
の
姿
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
具
体
的
な
説
話
形
成
の
背
景
に
、
一
二
世
紀
の

僧
た
ち
の
、「
王
法
と
の
接
近
が
仏
道
修
行
の
妨
げ
と
な
り
、
名
利
に
惑
っ
て
偽
り
の
徳
を
称
す
る
罪
を
犯
す
こ
と
で
天
狗

と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
想
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
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し
か
し
、
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
聖
人
た
ち
が
天
皇
の
召
や
意
向
に
従
わ
な
く
な
る
一
方
で
、『
今
昔
』
に
お
い
て
は

「
公
」
に
従
う
仏
法
の
姿
も
み
ら
れ
て
い
る
。「
公
」
と
は
「
天
皇
」
も
し
く
は
「
朝
廷
」
の
意
で
解
さ
れ
る
語
で
あ
る
（
⓭
）。

例
え
ば
巻
二
一
―
五
で
は
、
将
門
の
乱
が
発
生
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
公
ケ
」
が
顕
密
寺
院
に
祈
祷
を
命
じ
て
い
る
。
ま

た
、
巻
三
一
―
四
で
は
、
出
家
後
に
病
が
癒
え
た
巨
勢
広
高
に
「
公
」
が
還
俗
を
命
じ
、
巻
三
一
―
二
四
で
は
、
比
叡
山

に
祇
園
が
強
引
に
末
寺
と
さ
れ
た
、
と
い
う
山
階
寺
大
衆
の
訴
え
を
聞
い
て
、「
公
」
が
「
御
沙
汰
」
を
下
そ
う
と
し
て
い

る
。
各
話
の
時
代
設
定
は
、
巻
二
一
―
五
が
朱
雀
天
皇
、
巻
三
一
―
四
が
一
条
天
皇
の
時
代
で
、
巻
三
一
―
二
四
は
天
皇

名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
良
源
が
天
台
座
主
で
あ
っ
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
康
保
三
（
九
六
六
）
年
八
月
か

ら
寛
和
元
（
九
八
五
）
年
一
月
の
時
代
が
想
定
さ
れ
、
天
皇
で
い
え
ば
村
上
・
冷
泉
・
円
融
・
花
山
の
時
代
に
あ
た
る
た

め
、
三
話
は
い
ず
れ
も
一
〇
世
紀
以
降
の
時
代
設
定
と
い
え
る
。
こ
の
三
話
で
は
、「
公
」
が
寺
院
や
僧
に
対
し
て
指
示
や

介
入
を
し
て
お
り
、
仏
法
側
は
そ
れ
ら
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

九
世
紀
半
ば
以
降
の
時
代
設
定
を
持
つ
説
話
に
お
い
て
、
聖
人
の
よ
う
な
王
法
と
距
離
を
置
く
仏
法
が
描
か
れ
る
一
方

で
、
王
法
と
相
依
す
る
顕
密
仏
教
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

（
い
と
う　

し
ょ
う
た
・
文
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年
）
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［
註
］

（
１
）『
信
貴
山
縁
起
』
は
日
本
思
想
大
系
本
（
桜
井
徳
太
郎
ほ
か
校
注
『
寺
社
縁
起
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
〉）
に
よ
る
。

（
２
）
注
（
１
）
桜
井
徳
太
郎
ほ
か
校
注
文
献
二
六
頁
。

（
３
）
小
峯
和
明
「
本
朝
〈
仏
法
部
〉
の
組
織
」（
同
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
所
収
、笠
間
書
院
、一
九
八
五
年
、初
出
一
九
八
三
年
）。

（
４
）
以
下
、『
今
昔
』
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
馬
淵
和
夫
ほ
か
校
注
訳
『
今
昔
物
語
集
』
①
・
②
・
③
・
④
〈
小
学
館
、

一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
一
年
・
二
〇
〇
二
年
〉）
に
よ
る
も
の
と
し
、
説
話
内
容
に
関
し
て
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

本
（『
今
昔
物
語
集
』
三
・
四
・
五
〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
・
一
九
九
四
年
・
一
九
九
六
年
〉）
も
参
照
し
た
。

（
５
）
本
文
に
は
「
冷
泉
院
」
と
あ
る
が
、
天
皇
の
身
体
護
持
の
祈
祷
を
行
う
護
持
僧
に
し
よ
う
と
し
た
と
あ
る
た
め
、
退
位
し
た
院
と
し

て
で
は
な
く
、
在
位
中
の
天
皇
と
し
て
増
賀
を
召
そ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。
な
お
、
先
行
説
話
の
鎮
源
『
大
日
本
国
法
華
験
記
』

下
―
八
二
に
は
、「
冷
泉
の
先
皇
」
と
あ
る
。

（
６
）
文
中
の
語
や
文
脈
か
ら
時
代
設
定
を
推
定
し
得
る
場
合
、
仏
法
史
に
含
ま
れ
る
説
話
の
下
限
は
巻
一
一
―
二
八
・
巻
一
二
―
一
〇
の

清
和
天
皇
（
位
八
五
八
～
八
七
六
年
）
の
時
代
も
し
く
は
、
巻
一
一
―
三
六
の
「
明
蓮
」
を
命
蓮
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
活
動
時
期
か

ら
一
〇
世
紀
前
半
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
話
以
外
の
多
く
は
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
時
代
設
定
と
推
定
さ
れ
る
。
前
田
雅
之
氏
は
、

聖
徳
太
子
（
五
七
四
～
六
二
二
年
）
か
ら
智
証
大
師
（
八
一
四
～
九
一
年
）
の
時
代
を
『
今
昔
』
が
「
仰
ぐ
べ
き
黄
金
時
代
で
あ
る
《
古

代
》」
と
し
、「
日
本
仏
法
の
濫
觴
と
確
立
期
」
と
す
る
（「
三
国
世
界
の
王
と
天
皇
」〈
同
『
今
昔
物
語
集
の
世
界
構
想
』
所
収
、
笠
間
書
院
、

一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
八
九
年
〉）。

（
７
）
李
市
埈
「『
今
昔
物
語
集
』
の
寺
院
確
執
説
話
に
み
る
王
法
・
仏
法
相
依
理
念
の
一
齣
」（
義
江
彰
夫
編
『
古
代
中
世
の
史
料
と
文
学
』

所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
８
）
川
上
知
里
「『
今
昔
物
語
集
』
の
仏
法
と
王
法
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
七
―
一
〇
、二
〇
二
〇
年
一
〇
月
）。

（
９
）
以
下
、『
発
心
集
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
（
三
木
紀
人
校
注
『
方
丈
記 
発
心
集
』〈
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
〉）
に
よ
る
。

（
⓾
）
上
島
享
「
鎌
倉
時
代
の
仏
教
」（
大
津
透
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史 
中
世
１
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
⓫
）
慶
政
は
天
狗
に
、「
い
か
な
る
意
の
人
の
、
天
狗
道
に
は
来
る
や
」
と
聞
い
た
う
え
で
、「
慶
政
が
所
住
の
山
寺
は
魔
難
有
る
べ
し
や
」

と
質
問
し
て
い
る
（『
比
良
山
古
人
霊
託
』）。
無
住
は
『
沙
石
集
』
巻
一
〇
末
―
一
一
で
京
都
の
女
人
に
憑
い
た
霊
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
道
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理
を
心
得
た
る
ば
か
り
に
て
道
心
な
き
は
、
魔
道
を
出
ぬ
な
り
」
と
記
し
、「
こ
の
霊
の
云
へ
る
事
を
聞
く
に
、
聖
教
の
道
理
に
叶
へ
り
」

と
し
て
霊
の
こ
と
ば
を
認
め
、「
名
聞
、
利
養
、
我
執
、
憍
慢
あ
り
て
、
真
実
の
智
恵
も
な
く
、
戒
行
も
欠
け
て
、
物
に
触
れ
て
執
着
あ

る
」
僧
は
必
ず
魔
道
に
堕
ち
る
と
い
う
。
そ
し
て
、『
首
楞
厳
経
』
の
、「
多
智
禅
定
現
前
す
と
も
、
淫
を
断
た
ざ
れ
ば
、
必
ず
魔
道
に
落

ち
て
、
上
品
は
魔
王
、
中
品
は
魔
民
、
下
品
は
魔
女
と
な
り
て
、
皆
、
従
衆
あ
り
。（
中
略
）
我
滅
度
の
後
、
末
法
の
中
に
こ
の
底
多
く

し
て
、
世
間
に
熾
盛
な
ら
ん
。
広
く
貪
淫
を
行
じ
て
、
善
知
識
と
し
て
諸
の
衆
生
を
し
て
、
愛
見
の
坑
に
落
し
、
菩
提
の
道
を
失
は
せ
ん
」

と
い
う
説
を
引
い
て
、
淫
心
を
断
た
な
け
れ
ば
魔
道
に
堕
ち
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

（
⓬
）
本
話
の
表
題
は
「
染
殿
后
為
天
宮
被
嬈
乱
語
」
と
さ
れ
、
説
話
配
列
と
し
て
は
天
狗
説
話
の
部
分
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
本
話
に

登
場
す
る
鬼
は
天
狗
と
同
類
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
⓭
）
前
田
雅
之
氏
は
、「
天
皇
」
の
意
味
の
場
合
、「
私
的
性
格
が
全
く
な
く
、
文
字
通
り
、
公
的
性
格
し
か
有
さ
な
い
天
皇
」、「
も
の
の
是

非
を
最
終
的
に
決
断
す
る
理
念
的
「
主
権
者
」
と
し
て
の
天
皇
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
す
る
（
前
田
雅
之
注
（
６
）
文
献
）。「
公
」
を

「
天
皇
」
の
意
で
読
む
場
合
は
、
個
別
具
体
的
な
天
皇
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
天
皇
の
意
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
【
補
記
】

　

本
稿
は
、
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
六
日
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
二
回
「
世
界
に
ひ
ら
く
日
本
宗
教
文
化
」
に
お
け

る
発
表
「『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
仏
法
部
に
お
け
る
天
皇
と
僧
―
天
皇
の
「
召
」
と
僧
の
対
応
を
中
心
に
―
」
を
基
と

し
て
い
る
。
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